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滋賀県流域治水の推進に関する条例について 

１ 条例制定の背景 

○本県における治水政策については、これまで洪水を安全に流下させるための河川やダ

ムなどの施設整備を中心に進めてきたが、長年大きな水害を経験していないことによ

る水害意識の低下や昨今の異常気象による整備水準を超える洪水の多発など浸水被害

の危険性が高まりつつあり、水害から県民の生命・財産を守る仕組みづくりが喫緊の

課題である。 

○このような状況を踏まえ、県では、いかなる洪水にあっても人命が失われないことを

最優先に、生活再建が困難となる被害を避けることを目的に、従来の河川整備などの

「川の中の対策（ながす）」に加えて、流域における雨水貯留対策（ためる）、はん

濫原減災対策（とどめる）、地域防災力向上対策（そなえる）などの「川の外の対策」

を総合的に講じていくべき基本的な方針を「滋賀県流域治水基本方針 －水害から命

を守る総合的な治水を目指して－」として平成 24 年 2 月定例会で議決され、現在、県

が各政策を実施する際の基本方針となっている。 

○その後、流域治水基本方針の実効性を高めるため、平成 25 年 9 月「滋賀県流域治水の

推進に関する条例」を提案したが、継続審議となり、その後住民説明会などを経て、

平成 26 年 2 月定例会で決議され、平成 26 年 3 月 31 日に条例公布・施行した。（但し、

宅地建物取引業者の情報提供努力義務規定(29 条)は公布日から６か月以内、建築規制

(13～23 条)は公布日から１年以内の後日施行） 

○今後は、市町・県民等の適切な連携および協働のもと県全域で流域治水政策を強力に

推進することにより、水害に強い地域づくりの実現を目指す。 

 

２ 条例制定までの流れ 

流域治水の推進に関する条例説明会 

平成 26 年 4 月 23 日 AM 資料①-1 
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３ 流域治水の推進に関する条例の概要 

（1）目 的 

流域治水を総合的に推進し、もって浸水被害から県民の生命、身体および財産を保護

し、将来にわたって安心して暮らすことができる安全な地域の実現に資することを目的

とする。 

（２）条例の概要 （※   は、現行組織における担当を示す） 

項 目 概 要 

前文 ○条例制定の目的、流域治水を推進する意義、条例を制定する目的 

総則（第 1 条～第 6

条） 

 

○目的：流域治水を総合的に推進し、もって浸水被害から県民の生

命、身体および財産を保護し、将来にわたって安心して暮らすこ

とができる安全な地域の実現に資する。 

○用語の定義、基本理念、県・県民・事業者の責務 

想定浸水深の設定

等（第 7 条・第 8

条） 

○県は流域治水に関する施策の基礎資料として、想定浸水深（地先

の安全度マップ）を設定 

河川における氾濫

防止対策（第 9 条） 

○知事は管理する河川の整備を行う。（浸水により生命・身体に著

しい被害を生ずるおそれがある区域では特に配慮） 

 ・河道の拡幅等を計画的・効果的に推進 

 ・流下能力を維持するための河川内樹木の伐採等 

 ・当面河道拡幅等が困難な区間における堤防の強化 

集水地域における

雨水貯留浸透対策

（第 10 条・第 11

条） 

○森林および農地の所有者等は森林および農地の適正な保全によ

る雨水貯留浸透機能の持続的発揮に努める。 

○公園、運動場、建築物等の所有者等は、雨水貯留浸透機能の確保

に努める。 

氾濫原における建

築物の建築の制限

等（第 12 条～第 25

条） 

○浸水警戒区域における建築規制：200 年確率降雨で浸水深約 3m 以

上の区域は、住民・市町長・流域治水推進審議会の意見を踏まえ

て指定を行い。なお、指定区域においては、知事が想定水位以上

に避難空間が確保されているかを確認した上で許可 

○土地利用誘導：10 年確率降雨で想定浸水深 50cm 以上の区域は市

街化区域へ新たに編入しない（対策が講じられる場合を除く） 

○道路盛土構造物の設置等の際の配慮義務 

浸水に備えるため

の対策（第 26 条～

第 34 条） 

○県：避難に必要な情報の伝達体制を整備・市町への必要な支援 

○県民：日常生活で備えるとともに、非常時には的確に避難 

○宅地建物取引業者：宅地等の売買時等に水害リスクを情報提供 

○水害に強い地域づくり協議会を組織し、①浸水被害の回避・軽減

に必要な取り組みや②浸水警戒区域の指定に関する事項に関す

る取り組みを検討 

滋賀県流域治水推

進審議会（第 35 条

・第 36 条） 

 

○流域治水の推進に関することおよび一定の建築物の建築の制限

をすべき浸水警戒区域の指定にかかる調査審議 

雑則（第 37 条～第

40 条） 

○財政上の措置、施策実施状況の議会への報告、市町条例との関係 

罰則（第 41 条～第

43 条） 

○建築規制に関する規定に違反した者への罰則および過料（当分の

間適用しない） 

付則 ○罰則は、当分の間適用しない 

土木事務所 

(河川砂防課) 

流域治水政策室、土木事務所(河川砂防課) 

今後調整 

流政室、土木

事務所 

県道：土木事務所

(道路計画課) 

※国道、市町道も

対象 

①  土木事務所(河川砂

防課、管理調整課) 
②今後調整  
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４ 「水害・土砂災害に強い地域づくり協議会」について 

（１）現状・課題 

各圏域で水害・土砂災害に強い地域づくり協議会を運営し、減災対策について議論を

行っている。（ただし、湖東圏域は、現時点においては未設置。湖東圏域については、

引き続き協議会設置に向け関係市町や土木事務所と早期に調整を進め設置を目指す。） 

取り組み内容は、床上浸水など生活再建が困難な浸水被害が想定される地域、とりわ

け想定浸水深が３ｍ以上でかつ既存人家がある地域を重点として、市町や地域住民との

協働で、被害を着実に回避・軽減するため地域の課題を整理し、地域の特性に応じた対

応策を「水害に強い地域づくり計画」としてとりまとめる。 

 

（２）平成 26 年度の取り組みについて 

県・市町が連携し、地域特性に応じた取り組みを進める。 

1. 水害に強い地域づくり協議会の実施（市町と調整のうえ運営） 
①  防災情報 WG 実施 
②  水害に強い地域づくり WG 実施 

 モデル地区での取り組み（想定浸水深 3m 超区域かつ既存人家ありの地域で、住

民の取組意識の高い箇所を設定。） 
 「そなえる（避難計画）」に加え、浸水警戒区域指定の考え方や指定方法、

築物の耐水化手法、避難場所の設置計画など「とどめる（建築規制）」に

ついても十分な議論を行う。 
 モデル地区での区域指定を通じて、具体的な課題の解決方法を確認し、

今後の指定が円滑に進むよう努める。 
 候補地：甲賀市信楽地区、米原市村居田 

 モデル地区以外での取り組み 
2. 水害に強い地域づくり計画まとめ。市町の地域防災計画に反映 
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